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１．教育現場における医療的ケア実施の経緯

昭和54年（1979年） 養護学校義務制

平成２３年12月 特別支援学校等医療的ケアへの今後の対応
について（文科省）

平成３１年３月 学校における医療的ケアへの今後の対応につ
いて（文科省）

たんの吸引、経管栄養及び導尿の標準的手順と、教員が行うこと

が許容される行為の標準的な範囲が示される。

平成16年 盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の医学的・
法律学的整理に関する取りまとめ（厚労省）

・平成24年「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により研修
を修了し、一定の条件の下、特別支援学校の教員においても特定の行
為の医療的ケアの実施が可能

「県内特別支援学校における医療的ケアを安全に実

施するためのガイドライン」の作成（新潟県教育委

員会、平成26年3月）

「県内特別支援学校における医療的ケアを安全に実

施するためのガイドライン～安心して教育を受ける

ための医療的ケアの手引き～」の作成（新潟県教

育委員会、令和３年3月）

・医療的ケア児の在籍が徐々に増加。
・人工呼吸器の管理などの医療的ケアを必要とする児童生徒が通学

・特定行為以外の医療的ケアを含め、小・中学校等を含むすべての学
校における医療的ケアの基本的な考え方や医療的ケアを実施する
際に留意すべて点などについて大きく１０項目について整理



２．新潟県医療的ケアガイドライン改定のポイント
（平成26年⇒令和3年）

◎特定行為以外の実施の可否の削除

◎医療的ケア実施開始に向けた判断や実施支援体制の構築に関して



◎「特定行為以外の実施の可否」の削除

平成31年3月に出された文科省の「学校における医療的ケアへの今後の対応について」では

・一律に対応するのではく、個々の児童生徒等の状態に照らしてその安全性を考慮しながら、対応の在り方を検討する

こと

・ガイドライン等を定めるに当たっては、対応の在り方を画一的に定めるのではなく、各学校が個別に検討できるように

留意すること

「個別に決定」を基本としながらも、酸素療

法、人工呼吸器について、一律に実施しな

いとなっている

改定版では、

「安全に実施することが可能であると校長

が認めたものを実施内容とする」＜平成26年度版県内特別支援学校における医療的ケアを安全に実施す
るためのガイドライン資料より抜粋＞



・平成26年版では、

「１．医療的ケアの定義と実施」の下位項目として「実施内容の決定」「実施可否決定の手順」が

示されていた

・改定版では、

「２．実施の手順」として項目が設定され、「可否」の文言を使用せず、「（１）医療的ケアの実施に

当たり学校が行う手順」「（２）実施開始の判断」とした。

「（２）実施の開始の判断」では、「必要な医療的ケアが開始できない場合は、代替案を提示し、可能になるま

での見通しなどについて、保護者へ丁寧に説明し、同時に体制整備に努める」と記載されている

◎医療的ケア実施開始に向けた判断や実施支援体制の構築に関して



①新潟県教育委員会、

②学校

③新潟県立特別支援学校医療的ケア運営協議会、

④学校における医療的ケアに精通する医師が在籍する病院の医療的ケア中核病院

⑤県立特別支援学校における医療的ケア実施の中核となる学校の医ケア中核校

◎医療的ケア実施開始に向けた判断や実施支援体制の構築に関して

「４．特定行為以外の実施に関する取扱い」にも学校と保護者、主治医等だけでは解決が困難な

場合、医ケア中核校や医療的ケア中核病院に相談することと示されている

医療的ケアの実施に関して、「画一的に判断するのではなく、一人一人の教育的ニーズ

に応じる」ための取り組みを推進のために、平成26年度のガイドラインにはなかった以

下の「医療的ケアの実施体制」の項目が追加された。



◎令和3年度の医療的ケア実施支援体制（試行）について

・各学校が個別の対応の在り方を検討し、安全な実施につなげていくにあたり、学校への支援体

制の構築や主治医と他の医療機関との連携体制の構築を目的として設置

①医療的ケア中核病院

・人工呼吸器の取扱い等に係る実施体制の構築等、保護者と学校、主治医だけでは難し

い課題に対する相談、指導助言、研修の提供などを行う。

②医療的ケア中核学校

・医療的ケア実施校の相談を受け、実施上の情報提供、助言を行う。必要に応じて医療的

ケア中核病院の支援につなぐ

③県教育委員会

・支援体制の活用について、必要に応じて学校に助言を行う。また、保護者、主治医、学校

の見解が異なる等、課題の解決が困難な場合は、医療的ケア運営協議会に助言を求め

たり、双方から意見を聴取する場を設け、合意形成を促す役割を果たしたりする

＜令和３年度版県内特別支援学校における医療的ケアを安全に実施するためのガイドライン資料より抜粋＞



◎医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（令和3年6月公布）

「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の全体像」（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障
害者支援室、 2021）より抜粋

これを受け、県立特別支援学校の医療的ケア実施体制の充実に向けて、ガイドラインを

一部改定（令和4年3月）



令和4年版のガイドライン改定のポイント

◎教員による気管カニューレ内の吸引の実施に向けて

◎医療的ケア指導医の配置



・令和４年度のガイドラインでは「医療的ケアの実施体制」の項目に

①新潟県教育委員会、

②学校

③新潟県立特別支援学校医療的ケア運営協議会、

④学校における医療的ケアに精通する医師が在籍する病院の医療的ケア中核病院

⑤県立特別支援学校における医療的ケア実施の中核となる学校の医ケア中核校

⑥学校における医療的ケアに精通する医師（医療的ケア指導医）」

として、「医療的ケア指導医」が追加された。

◎医療的ケア指導医の配置



◎医療的ケア指導医の配置

・個別の人工呼吸器の取り扱い等、保護者

と学校、主治医だけでは対応が難しい課

題に対して、直接、指導助言を行う。

・令和4年度は医療的ケア中核病院1名及

び上越・中越・下越に1名ずつ計３～4名

の指導医を配置

「県内特別支援学校における医療的ケアを安全に実施するためのガイドライン～安心して教育を受けるための医療的ケア
の手引き～」 （新潟県教育委員会、 202２）より抜粋



◎教員による気管カニューレ内の吸引の実施に向けて

・平成24年の「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正後に可能になった医療的ケアの実施のうち③の

気管カニューレ内の吸引について、新潟県では平成26年に公布されたガイドライン以降実施行為としてい

なかったが、令和5年度以降に完全実施を目指している

（文部科学省初等中等教育局特別支援教育課「学校における医療的ケアの必要な児童生徒等への対応について」より一部抜粋）


